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佐渡地域における二級河川減災対策協議会 規約 

 

（名称） 

第１条 この会議は、水防法（昭和24年法律第193号）第15条の10に基づく都道府県大規模

氾濫減災対策協議会として「佐渡地域における二級河川減災対策協議会」（以下、「協

議会」という。）と称する。  

 

（目的） 

第２条 協議会は、平成２７年９月関東・東北豪雨や平成２８年８月台風１０号等により

甚大な被害が発生したことを踏まえ、河川管理者、県、市等が連携・協力して、減災の

ための目標を共有し、ハード対策とソフト対策を一体的、計画的に推進することにより、

佐渡地域において氾濫が発生することを前提として社会全体で常に洪水に備える「水防

災意識社会」を再構築することを目的とする。               

 

（対象河川） 

第３条 協議会は、佐渡地域における別表１の85水系の全ての二級河川を対象とする。 

 

（協議会の構成） 

第４条 協議会は、別表２の職にある者をもって構成する。 

２ また、別表３にある機関をアドバイザーに置く。 

３ 協議会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

４ 事務局は、第１項によるもののほか、協議会構成員の同意を得て、必要に応じて表１

の職にある者以外の者（学識経験者等）の参加を協議会に求めることができる。 

 

（協議会の実施事項） 

第５条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

なお、実施に当たっては「佐渡地域における流域治水協議会」と連携し、共有・検討

を行うものとする。 

一 洪水の浸水想定等の水害リスク情報を共有するとともに、各構成員がそれぞれ又は 

連携して実施している現状の減災に係る取組状況等について共有する。 

二 円滑かつ迅速な避難及び的確な水防活動等を実現するために各構成員がそれぞれ又 

は連携して取り組む事項をまとめた地域の取組方針を作成し、共有する。 

三 毎年、協議会を開催するなどして、地域の取組方針に基づく対策の実施状況を確認 

する。また、本協議会等を中心として、毎年出水期前に河川の合同巡視等を実施し、 

状況の共有を図る。 

四 その他、大規模氾濫に関する減災対策に関して必要な事項を実施する。 
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（会議の公開） 

第６条 協議会は、原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、審議内容によって 

は、協議会に諮り、非公開とすることができる。 

 

（協議会資料等の公表） 

第７条 協議会に提出された資料等については原則公表するものとする。ただし、個人情 

報等で公開することが適切でない資料等については、協議会の了解を得て公表しないも 

のとする。 

 

（事務局） 

第８条 協議会の庶務を行うため、事務局を置く。 

２ 事務局は、新潟県佐渡地域振興局地域整備部及び佐渡市建設部建設課、佐渡市総務部

防災課が共同して行う。ただし、第４条３項に関する事務は、主に新潟県佐渡地域振興

局地域整備部河川・砂防課が行う。 

 

（雑則） 

第９条 この規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続きその他運営に関し必要な事 

項については、協議会で定めるものとする。 

 

（附則） 

第１０条 本規約は、平成２９年２月２０日から施行する。 

２ 本規約は、平成３０年６月２６日から施行する。（一部改正） 

３ 本規約は、令和元年６月２５日から施行する。（一部改正） 

４ 本規約は、令和３年６月７日から施行する。（一部改正） 

５ 本規約は、令和４年５月２５日から施行する。（一部改正） 

６ 本規約は、令和７年５月２６日から施行する。（一部改正） 

 

別表－１ 

対 象 水 系 河 川 数 管理延長（km） 代 表 河 川 

黒姫川水系 １ １．９２ 黒姫川 

歌見川水系 １ １．９２ 歌見川 

馬首川水系 １ ３．５０ 馬首川 

和木川水系 １ ３．５０ 和木川 

玉川水系 １ １．３７ 玉川 

白瀬川水系 １ ３．９６ 白瀬川 

北五十里川水系 １ ０．８７ 北五十里川 
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対 象 水 系 河 川 数 管理延長（km） 代 表 河 川 

椿川水系 １ ２．２１ 椿川 

羽黒川水系 １ ２．５０ 羽黒川 

梅津川水系 ６ ８．０５ 梅津川、水沢川、青竜川 

外城川水系 １ ３．６３ 外城川 

貝喰川水系 ２ ５．１８ 貝喰川、稲葉川 

長江川水系 １ ４．０５ 長江川 

天王川水系 ２ ６．３５ 天王川、歌滝川 

久知川水系 １ ８．６０ 久知川 

河崎川水系 １ ４．５６ 河崎川 

真更川水系 １ ２．８９ 真更川 

両尾川水系 １ ２．８１ 両尾川 

大川水系 １ ０．９５ 大川 

野浦川水系 １ ２．４９ 野浦川 

東立島川水系 １ １．０３ 東立島川 

赤玉北川水系 １ １．２１ 赤玉北川 

立間川水系 １ ０．８５ 立間川 

柿野浦川水系 １ ０．４４ 柿野浦川 

東鵜島川水系 １ ０．３２ 東鵜島川 

岩首川水系 １ ２．０９ 岩首川 

浦之河内川水系 １ １．６７ 浦之河内川 

河内川水系 ２ ５．１１ 河内川、白府川 

腰細川水系 １ ３．３０ 腰細川 

高川川水系 １ ３．６８ 高川川 

中野川水系 １ １．３６ 中野川 

荒町川水系 １ ２．０３ 荒町川 

柳沢川水系 １ １．１６ 柳沢川 



 

4 
 

対 象 水 系 河 川 数 管理延長（km） 代 表 河 川 

堀切川水系 １ ０．９９ 堀切川 

羽茂川水系 ３ ２５．５５ 羽茂川、山田川、尾平川 

小比叡川水系 １ ０．９８ 小比叡川 

泉財川水系 １ ０．７２ 泉財川 

大浦川水系 １ ０．９０ 大浦川 

椿尾川水系 １ １．１０ 椿尾川 

高崎川水系 １ １．１０ 高崎川 

西三川川水系 ３ １１．７０ 西三川川、角間川、笹川川 

三貫目川水系 １ ０．５９ 三貫目川 

小川内川水系 １ ６．００ 小川内川 

真野川水系 １ ２．１８ 真野川 

高立川水系 １ １．５８ 高立川 

国府川水系 ３１ １３１．５７ 国府川、大野川、新保川 

石田川水系 ５ １７．５０ 石田川、山田川、方貝川 

荒町川水系 ２ ４．３０ 荒町川、三瀬川 

沓掛川水系 １   ０．７４ 沓掛川 

玄道川水系 １   １．５１ 玄道川 

播磨川水系 １   １．９１ 播磨川 

質場川水系 １   １．８２ 質場川 

羽二生川水系 １   １．２０ 羽二生川 

目観音川水系 １   １．２８ 目観音川 

海士町川水系 １   ０．８０ 海士町川 

大仏川水系 １   １．００ 大仏川 

間切川水系 １   １．２０ 間切川 

濁川水系 １   ３．３５ 濁川 

水金川水系 １   １．００ 水金川 



 

5 
 

対 象 水 系 河 川 数 管理延長（km） 代 表 河 川 

小川川水系 １   １．２３ 小川川 

達者川水系 １   １．０８ 達者川 

小川（北狄）水

系 

１   １．８０ 小川（北狄） 

北狄川水系 ３   ２．６０ 北狄川、岩山川、下山川 

中の坂川水系 １   ０．６０ 中の坂川 

戸地川水系 １   ５．６７ 戸地川 

松島川水系 １   ０．４４ 松島川 

石花川水系 ６   ８．５０ 石花川、小俣沢、ブイガ沢 

小川水系 １   ０．６６ 小川 

桜川水系 ２   ４．３０ 桜川、北川内川 

北立島川水系 １   ２．００ 北立島川 

安田川水系 ２   ３．８０ 安田川、不動尊川 

入川水系 ４   ７．７０ 入川、小又川、白滝川 

堀切川水系 １   ０．２５ 堀切川 

孫助川水系 ２   １．８０ 孫助川、大梅川 

小野見川水系 １   １．６０ 小野見川 

馬込川水系 １   ０．２４ 馬込川 

石名川水系 １   ２．００ 石名川 

大倉川水系 １   ２．５０ 大倉川 

堂の川水系 １   ０．４５ 堂の川 

矢柄川水系 １   ２．００ 矢柄川 

関川水系 １   ３．００ 関川 

五十浦川水系 １   １．００ 五十浦川 

岩谷口小川水系 １   ０．３５ 岩谷口小川 

大川水系 １   ２．００ 大川 
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対 象 水 系 河 川 数 管理延長（km） 代 表 河 川 

８５水系 １４５河川 ３７６．７２  

 

 

別表－２ 

機  関  名 代  表  者 

佐渡市 市 長 

佐渡市消防本部 消 防 長 

新潟県佐渡地域振興局 農林水産振興部長 

地域整備部長 

新潟地方気象台 台    長 

佐渡土地改良協会 会    長 

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林整備センター  

新潟水源林整備事務所 所    長 

農林水産省北陸農政局 地方参事官 

林野庁関東森林管理局下越森林管理署 署    長 

 

別表－３ 

機  関  名 

（アドバイザー） 

国土交通省北陸地方整備局河川部 

 


